
人 ％

人

　　　　　（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含んでいません。

（注）1  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構

       給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したものです。（補正前のラスパイレス指数×（1＋本市

（参考）類似団体平均

　 　 3　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

69,469

令　和
4年度

　　　Ａ

 

住民基本台帳人口

（令和5年1月1日現在）

1　総括

人  件  費  率

千円

職員手当

八幡市の給与・定員管理等について

歳    出    額

令　和
4年度

（1）人件費の状況（普通会計決算）

　　　 成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として

　　　 計算した指数です。

581,016

　　　　　　Ａ

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

19.9

　　　　　Ｂ／Ａ　　　
 区　分

  実  質  収  支 （参考）

千円 千円 千円

709,672

人   件   費

3年度の人件費率

17.2

％

　　　　　　Ｂ

5,984,07434,882,319

 区   分
  　計　  Ｂ

千円

職員数

千円

給                             与                             費

 給与費  B／A　　給　     料

千円

（3）ラスパイレス指数の状況

1,871,800

　合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

       の地域手当支給率）／（1＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

千円

5,834

※　令和5年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場

6,066

    一人当たり給与額

3,238,139

          3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていま
　　　　　すが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

期末・勤勉手当

千円

785,323

（注）   1　職員手当には退職手当を含んでいません。

          2　職員数については、令和4年4月1日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員

　 　 2　()書きの数値は地域手当補正後ラスパイレス指数で、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の

 一 人 当 た り

555

100.0

(100.0)
98.3 98.9

100.3

(100.3)
98.2 98.8

100.6

(100.6)

98.3 98.7

98.9

(98.9) 98.3 98.6

90

95

100

105

110

八幡市 類似団体平均 全国市平均

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1

1



　　　　

 

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

歳 円 円

 

 

　　　　2技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

6%

6%

令和５年度

の支給割合

6%

①給料表の見直し

②地域手当の見直し

（ 国比較ベース ）

344,653

6%

3%

4%

平成27年度の支給割合

遡及改定後

5%

5%

③その他の見直し内容

356,435

306,984

 

385,230

平均給与月額対応する民間

401,080

公          務          員 民                    間

の類似職種

52.3

12

29

246,400

324,214275,700

318,272

-

281,417

401,078

平 均 給 与 月 額

（参考）

49

6%

3

平  均  年  齢

38.5

41.3

41.6

国

  平 均 給 与 月 額

八幡市 円

す。平成28年度の給与改定後は平成28年４月に遡及し、給料表の水準を平均で0.2％引き上げています。

-

（給料表の改定実施時期）平成27年4月1日

298,900

平 均 給 料 月 額

 

円

（B)

  調   理   士

国 51.2

うち用務員

うち清掃職員

1,941

368,567

　 ②技能労務職

　 ①一般行政職

うち学校給食員

310,260

42.4 322,487

52.3

円

円

類似団体

398,001

306,204

31日までの3年間に限り、経過措置として給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給していま

-

-

241,700

職員数

341,617

57.7

42.2

2　職員の平均給与月額、初任給等の状況

京都府

290,517

国基準によ
る支給割合

八幡市の
支給割合

平均年齢

395,327

41.9

42.7

平均年齢

-

47.3

49.1

平成29年度

6%

平成26年度
の支給割合

3%

平成30年度
の支給割合

6%

平均給料月額
平均給与月額

286,800

4%

337,200

廃棄物処理業
従    業    員

  用   務   員

43.9

の支給割合

6%

6%

区        分

（A)

-

 -

-

平均給与月額

373,492

－

-

京  都  府

286,942

352,981

310,800

274,700

354,690

類似団体 17

-

-

356,207

113

329,178

(国比較ベース)

（4）給与制度の総合的見直しの実施状況について

（内容）国家公務員の給与の改定等に準じて、給料表の水準を平均で2％引下げ。給料表の改定に伴い、改正後に

（支給割合）国基準6％に対し、本市においても6％を支給します。
平成27年4月1日（実施時期）平成27年4月1日より実施しています。段階的に支給割合を引き上げることとしており、平成27年4月

　　1日時点は4％、給与改定後は平成27年4月に遡及し5％、平成28年4月1日からは6％を支給しています。

令和元年度～４
年度の支給割合

6%

-

平成28年度

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

八  幡  市

区     分

  

受ける給料月額が改正前に受けていた給料月額に達しない職員に対しては、平成27年4月1日から平成30年3月

4月1日時点

- 

370,567

321,114

404,015

の支給割合

2



円

円

円

　　　　3教育職

歳 円

歳 円

歳 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

 -

158,200

円

円

-

八 幡 市

185,200 円

　 期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

区    分

　　     ース）は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

379,800

円

円

八  幡  市

4,594,304

（D)

1.27

円

円うち学校給食員

1.86

高　校　卒

204,900

295,300高　校　卒

高　校　卒

うち清掃職員

1.28

312,527

　　　　の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　また、「平均給与月額（国比較ベ

国

1.06

 民    間

3,586,000

（C）

円

平 均 給 料 月 額

376,327

　　　2 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての 諸手当

京    都    府

（2）職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在）

平 均 給 与 月 額平 均  年  齢

※  技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
※  民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（令和2～令和4年の3か年平均）

-

区        分

※  年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

1.10

参            考

A / B

1.53

5,504,804

公 務 員

年収ベース（試算値）の比較

円232,400

 -

C / D

中　学　卒

円 円

185,200

377,200 円

349,900 円

346,400

円

円 4,321,100

41.7

3,253,900

324,000

351,363

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和5年4月1日現在）

大　学　卒

173,000

219,100

376,000

313,100

円

       経 験 年 数 20 年　　　

円342,900

大　学　卒

短　大　卒

149,500

-

298,200

類似団体

円

八    幡    市

円

円

 -

区　　      　分

経 験 年 数 30 年

40.1

うち用務員

　 ③教育職 （幼稚園）

283,100

 技 能 労 務 職
円

円

（注）　　モデルによる給料額を記載しています。

円

円

402,900262,300

円

（注）   平成24年度に国の行政職俸給表（二）に準じた新しい給料表を新設し、平成25年4月1日から技能労務職に適用しています。

 -

 -228,900
 教　   育　   職

高　校　卒

中　学　卒  -

185,200

154,600

円

円

6,050,704

-

 一 般 行 政 職

円

158,900

区　　　         分

大　学　卒

169,800

経 験 年 数 10 年

230,300

355,800円

経 験 年 数 25 年

 -

 技 能 労 務 職

42.5

364,544

400,795

円

（注）1　 「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均額です。

京 都 府

 一 般 行 政 職
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業務を行う職務で規則で定めるもの

係長若しくは主査の職務又は特に

務を行う職務

経験を必要とする業務を行う職務

円

円

円

人34

高度の知識若しくは経験を必要とする 12.2

円

％

％

234,400

290,700

補助的又は定型的な業務を行う職務

円

円

最高号給の
給料月額

3　一般行政職の級別職員数等の状況

362,900

 1    級

381,000

（1）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和5年4月1日現在）

15.6

39

主任の職務又は高度の知識若しくは

 2    級

 3    級

標  準  的  な  職  務  内  容

150,10010.6

50
相当の知識又は経験を必要とする業

％

198,500

構  成  比

9.1
部長の職務又はこれに相当する職務で

 4    級

29

90

円

円

で規則で定めるもの
13.4人

28.1

区　　分

410,200

％

円266,000

課長の職務又はこれに相当する職務

393,000
職務で規則で定めるもの

％

1号給の
給料月額

304,200 円

課長補佐の職務又はこれに相当する

 6    級

444,900

円

      3  職務の級６級（困難な業務を行う課長補佐の職務）を廃止し、国家公務員一般職俸給表（一）の１級から

円人

      2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（注）1　八幡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

％ 7    級

　　　 ７級までの俸給月額と同一にする条例改正を行い、平成３０年４月１日から施行しています。

人

人

％

43

247,600

人 11.0

円

319,200

 5    級

円

35

人

職  員  数

350,000

規則で定めるもの

10.6% 12.5% 16.9%

15.6% 16.2%

24.0%

28.1% 25.5%

15.6%

12.2% 14.3%
16.9%

11.0% 8.4%
6.5%

13.4% 14.3% 12.0%

9.1% 8.7% 8.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和5年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
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(2)　国との給料表カーブ比較（行政職（一））（令和5年4月1日現在）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級
○○市（R5）

国家公務員（R5)

給

料

月

額

令和５年４月１日時点

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

市１級

市３級

市２級

市５級

市４級

市７級

市６級
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　 管理職手当の月額を加算

な区分

　イ 　人事評価 を活用している。

ある区分

令和 5 年 4月 2日から令和 6 年 4月 1日 ま
でにおける運用

〇

な成績率

　　　上位、標準の区分

（令和4年度支給割合）

　

昇給実績が

　

昇給可能

　　　標準の区分のみ（一律）

2.0

　

未定

　   期末手当　　　　　　 　勤勉手当

月分 月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　

な区分

　

   役職加算        5％ ～ 20％

　

　

 

4　職員の手当の状況

（加算措置の状況）

　ロ 　人事評価 を活用していない

未定

〇

〇

(1.35)

   役職加算        5％ ～ 15％

(1.35)

管理職員　

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　　活用予定時期

八　　　　　　　幡　　　　　　　市

　　　標準の成績率のみ（一律）

   管理職加算   10％ ～ 25％

千円1,387

　   期末手当　　　　　 　勤勉手当

　

2.4

          

な成績率

（1）期末手当・勤勉手当（令和5年4月1日現在）

－

　

〇

月分

令和5年度中における運用

支給実績が

月分

月分

月分

2.0

(0.98)

 

月分

   管理職加算   10％～20％

月分

○勤勉手当への人事評価の活用状況（八幡市）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合を示しています。

　イ　人事評価を活用している。

（加算措置の状況）

支給可能支給実績が
　活用している成績率

（1.35）

月分 2.0

          

　　　　　　　国　　　　　　　

1人当たり平均支給額（令和4年度）

ある区分

　

　活用している昇給区分

(0.95) 月分

　　　活用予定時期 未定

　　　標準、下位の成績率

　　　上位、標準の成績率

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　　　上位、標準、下位の成績率

千円

（加算措置の状況）

1,572

　

　ロ 　人事評価 を活用していない

2.4

　   期末手当　　　　　 　勤勉手当

（令和4年度支給割合）

　　　標準、下位の区分

(0.95)月分

1人当たり平均支給額（令和4年度）

2.4

　

ある成績率

支給可能

（令和4年度支給割合）

月分

一般職員

昇給可能

〇

ある成績率

一般職員

   役職加算        5％ ～ 20％

（3）昇給への人事評価の活用状況（八幡市）

昇給実績が

京　　　　　　　都　　　　　　　府

管理職員　

　　　上位、標準、下位の区分

6



（支給率）　　　　　　　 　　      

 勤続20年 月分

 勤続25年 月分

 勤続35年 月分

 最高限度 月分

 その他の加算措置   

千円

　 円

％

％

％

８

 

19.6695

庁舎外での市税等の未収金
徴収事務

47.709

393

1死体につき    800 円
-

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務手  当  の  名  称

日額       200 円

日額       800 円

　　　から当該職員の勤務地が所在する市町村が定める支給率に改めました。（平成23年4月1日施行）

 
千円

24.586875

        定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

25,472

6

33.27075

39.7575

八     幡     市

　　 自己都合

47.709

月分

月分

28.0395

月分24.586875 月分 勤続20年

千円

人

4

577

 その他の加算措置

6

16

 　職員全体に占める手当支給職員の割合

隔日勤務に従事した場合の
特殊勤務手当

6

47.709 月分

千円

税務担当職員

日額   1，100 円

28.0395

汚水又は汚泥に関する作業

国

47.709

月分

応募認定・定年

 勤続35年

 国の制度 （支給率）

（3）地域手当（令和5年4月1日現在）

千円

消防作業等に従事した場合
の特殊勤務手当

環境事務所等の職員

月分月分  最高限度

％

宇     治     市

支 給 対 象 職 員 数

　 ％

市税等未収金徴収事務に従
事した場合の特殊勤務手当

種類

八　　　　　　　　　幡　　　　　　　　　市

自己都合 　勧奨・定年（支給率）　　　  

（2）退職手当（令和5年4月1日現在）

19.6695

47.709

　支給職員1人当たり平均支給年額  

（注）　 退職手当の1人当たり平均支給額は、令和4年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

39.7575月分

 勤続25年

月分

33.27075月分 月分

　 円

        定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

 　支  給  実  績                               

　支    給    実    績                     

人

支 給 対 象 地 域

47.709

 　支給職員1人当たり平均支給年額 163,284

京     都     市

（4）特殊勤務手当（令和5年4月1日現在）

主な支給対象職員

支   給   率

6

（注）　人事交流、派遣等により八幡市以外の地域で勤務を命じられた職員については、地域手当の支給率を八幡市が定める支給率

動物の死体収容

清掃作業

狂犬病予防接種

清掃作業に従事した場合の
特殊勤務手当

消火等
救急作業

119,467

205,622

感染症の防疫等

千円

（令和4年度決算）

死体収容に従事した場合の
特殊勤務手当

生活指導のための家庭訪問
業務又は立入調査業務

日額       500 円

日額       200 円

     -

10

道路河川担当職員

1回につき400 円
1回につき200 円

千円

1死体につき6，000 円人の死体収容

（令和4年度決算）

％6

支給実績
(令和4年度決算)

福祉事務所又は環境
事務所の職員

 　手  当  の  種  類　（ 手当数 ）

消火等の作業又は救急作業

健康推進課又は環境
保全課の職員

福祉事務所の職員
社会福祉業務に従事した場
合の 特殊勤務手当

1回につき  給料 × 1／130

千円

消防本部（署）の職員

日額       200 円

消防本部（署）の職員

（令和4年度決算）

人

26.0

（従事職員1人につき2,000円限度）
千円

（従事職員1人につき400円限度）

8,421

10

保健衛生作業に従事した場
合の特殊勤務手当 野犬等捕獲

隔日勤務に従事したとき

千円

16,642

公共下水道、河川等の現場
作業に従事した場合の特殊
勤務手当

％

日額       200 円

 1人当たり平均支給額　　　　 13,112

（令和4年度決算）

（令和4年度決算）

7



千円

千円

千円

千円

    

円

千円
 

209,922千円

支 給 実 績
(令和4年度決算)

44,211

千円

39,025

円86,383

 

円

千円

0

円

円

0 千円

管理監督職員等が臨時又
は緊急の必要等により、週
休日等に勤務した場合に、
俸給の特別調整額の区分
等に応じ、勤務1回につき
3,000円～27,000円を支給

千円

（勤務時間が5時間未満の

 同  じ

円

  勤務1時間につき

 

　 ・家賃61,000円超      

 同  じ

44,500 円

   主幹        

   課長職   

につき4,400円～21,000円

   2,000円から31,600円を

50,370

支給職員1人当たり
平 均 支 給 年 額
（令和4年度決算）

円279,817

（令和4年度決算）

167,585

109,261

に対し、職責に応じて俸給の

特別調整額として、46,300円

から139,300円を支給

 

 

交通用具利用者

円

589,061

の場合は3,600円）

管理・監督の地位にある職員

千円63,030

休日勤務手当

正規の勤務時間として、午後10時
千円

祝日法に規定する休日及び年末年

637 9,800

213,251千円

   1時間当たりの給与額×135/100

宿日直手当

管理職員
特別勤務手当

28,845

42,500 円

勤務1回につき7,200円（7時間以内

　夜間勤務手当

 場合は1/2の額）

 

日数1/2の場合は10,500円）

   勤務1時間につき

から翌日午前5時までの間に勤務

異なる

管理職手当を支給される職員が、週
休日又は休日において勤務した場
合に、勤務に従事した時間及び職
務の級に対して、勤務1回につき
1,500円～4,500円を支給

することを命じられた職員に支給

勤務の様態に応じ、勤務1回

常直的な勤務  月額21,000円（勤務

中」に勤務を命じられた者に支給

始の休日において「正規の勤務時間

内 容 及 び 支 給 単 価

（令和3年度決算）

児童手当

    1時間当たりの給与額×25/100

 

 異なる

国の制度
との異同

円
 

343

187,756

（6）その他の手当（令和4年4月1日現在）

（令和4年度決算）

手　当　名

 

　　支  給  実  績                            　　 

 

54,370扶養手当

○交通用具使用者

         付で廃止

     通勤に要する運賃の6月定期

        　   28,000円（支給限度額）

 

   場合に距離に応じて月額

   自動車等を使用し、通勤

 

　　職員1人当たり平均支給年額           

　　支  給  実  績                            　　 

 国の制度と異なる内容

407

       支給額＝家賃 - 16,000円

 

　　職員1人当たり平均支給年額           （令和3年度決算）

（5）時間外勤務手当

住居手当

63,000 円 

 
   ・ 家賃27,000円超61,000円未満

対し、職責に応じて支給

   支給

　　　 支給額＝（家賃-27,000円）×

○子                        10,000 円

  

○交通機関利用者

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員に

    ※  持家に係る手当はH22.4.1

82,000 円 

      ある扶養親族たる子

同  じ

     が片道2ｋｍ以上の場合に距

 

   ・ 家賃27,000円以下

 

        1月当り55,000円が限度

  部次長・参事      

     30,500円を支給

59,000 円

異なる

      の最初の3月31日までの間に

○借家等

    （家賃月額16,000円超対象）

     自動車等を使用し、通勤距離

                1／2＋11,000 円

 

     相当額を一括支給

 

   部長職    

   理事

      15歳になる日以後の最初の4

      月1日から22歳になる日以後

○特定期間に係る加算各 5,000 円

同  じ○配偶者                   6,500 円

〇父母等                   6,500 円

異なる

320,498

5,529

同  じ

   距離が片道2ｋｍ以上の

     離に応じて月額3,000円から

通勤手当

8



円 円　／

円 円　／

円 円　／

円 円　／

円 円　／

　　（算定方式） 　（支給時期）

  848,700円×在職年数×550/100

  721,300円×在職年数×325/100

 

 

 

 

円

　　　　2   市長及び副市長の給料月額については、国家公務員の給与改定に準じて、条例改正を行い、市長は847,000円から

　　　　　848,700円に、副市長は720,300円から721,300円に改定しました。（平成27年4月1日適用）

266,000

千円

月分

月分

550,000

653,000

円885,000

円

721,300

737,000

副     市     長

議             長

470,000

　（令和4年度支給割合）

  （1期の手当額）

円

500,000

9,377

5　特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）

円

退
職
手
当

副     議     長

議             員

千円

547,600

848,700

区　　      　分

372,000議             長

       任期毎

（参考）類似団体における最高／最低額

給               料               月               額               等

593,400市              長 1,061,000

報
酬

副    議     長

給
料

市           長

市             長

副    市    長

（注）　1   退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合における

18,671        任期毎

　　　　　手当の見込額です。

期
末
手
当

591,000

3.25

3.25

294,000

議             員

副     市     長

　（令和4年度支給割合）
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（各年4月1日現在）

京都府への人事交流のための増

△ 4

6　職員数の状況

 1

＜参考＞

機構改革に伴う事務移管による減

392

555

37

〔 類似団体の人口1万当たり職員数  51.55 人 〕

389 人口1万当たり職員数　　 　　　　　　  56.00 人

小  　計

18

下     水     道

[        0 ］

そ     の     他

小  　計

（注）1　職員数は一般職に属する職員数です。

人口1万当たり職員数                  88.38 人

60

3

0

＜参考＞

機構改革に伴う事務移管による増

＜参考＞

△ 2

一
　
　
般
　
　
行
　
　
政
　
　
部
　
　
門 衛             生

普
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
門

0
　

75

議             会 6 6

令和5年令和4年

89

0

28

職          員          数

0

0

農  林  水  産

　

1

9

65

主    な    増    減    理    由

 
0

8

65
 

対前年
増減数

労             働

40 40土             木

　

民            生

[      668 ］

公
営
企
業
等
会
計
部
門

                      区  分

34

総             務

1

146 144 △ 2

0

合　  　計
△ 1

 

△ 3

　

615

 

63

77

計

　　　2　[     ]内は、条例定数の合計です。

 [       668 ］

消  防  部  門

〔 類似団体の人口1万当たり職員数  65.15 人 〕 

設置を行うための計画的な消防部門職員の増員

（1）部門別職員数の状況と主な増減事由

退職者不補充

87

26

89

551

18

人口1万当たり職員数　　　　　　　　 　79.32 人

88

教  育  部  門

86

△ 2

1

3

税             務

新名神高速道路高槻・八幡京田辺間開通に備えた必要な分署　

水             道

614

9

機構改革に伴う事務移管による減

0

　

    部  門

9

商             工

10



.

………………………………………………..

　

（注）　職員数は教育長を除いた職員数です。

 

 

 

86

555

令和4年

60

615

令和3年

391

77

81

人

過去5年間

549

60

609

平成31年

386

77

77

540

60

600

87

 部門別

   18 (  22.5％）

63

551    10 ( 10.2％）

教  育

71

601

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

614

人

56歳

～

人

（2）年齢別職員構成の状況（令和5年4月1日現在）

40歳

計

以上

44歳

55歳

人

98

77

平成30年

（単位：人・％）

47歳

392

77

44

51歳

令和2年

75

35

人

5486

人

3674

人

  の増減数（率）

1

人

23歳

 △6（△7.4％）

   0（  0.0％）

令和5年

20歳

人

31歳

人

550

総合計

60

541

   13（  2.2％）611

81

61437

～

52歳

    3 (  5.0％）

39歳

～

（3）職員数の推移

～

人

24歳

未満 35歳

48歳

81

392 389

59歳43歳

公営企業等会計計

一般行政

7

人

～～

消  防

       年  度 

61

普通会計計

人

83
職員数

59

389

20歳

区　分

27歳

36歳28歳

～ ～

60歳32歳

～

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成比

%

44

｜

47

40

｜

43

32

｜

35

36

｜

39

28

｜

31

24

｜

27

20

｜

23

20

歳

未

60

歳

以

上

56

｜

59

52

｜

55

48

｜

51

11



 

　

　

 歳

歳

歳

歳

　　水道事業 千円　

　　下水道事業 千円　

勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当   勤勉手当

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　 期末手当

1,522

1,559

人

    ア　期末手当・勤勉手当（令和5年4月１日現在）

335,122

月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

人

5,935

　　　 会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

千円

月分

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合を示しています。

2.0 月分

（加算措置の状況）     一般行政職

(1.35) 月分月分

月分

月分(1.35)

　 管理職手当の月額を加算

500,619

平 均 月 収 額

水道事業

　区 分

（注）1　職員手当には退職手当を含んでいません。

118,690

（注）１　資本勘定支弁職員に係る職員給与費（水道事業16,257千円、下水道事業9,026千円）を含んでいません。

（令和4年度支給割合）    一般行政職

518,049

(0.95)

（1）水道事業及び下水道事業

円

区　　  分 平　均　年　齢

  占める職員給与費比率　　　　　　Ｂ／Ａ

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和5年4月1日現在）

335,310

  純損益又は実

△ 36,200

％

円

円

千円

千円

円

千円

6.7

   　 2　職員数については、令和5年3月31日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間

41.4

1人当たり平均支給額（令和4年度）

2.4

      期末手当

水道事業

68,118

A

　比                              較

区 分

A　

（参考）

7.0

25,165

45.7

20,361

  　計　  Ｂ期末・勤勉手当

千円

千円 ％

493,186

   役職加算  5％ ～ 15％   役職加算  5％ ～ 15％

　 管理職手当の月額を加算

給                             与                             費

6,018

　　　 勤務））を含み、会計年度任用職員を含みません。

一人当たり給与額

　　　3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、

職員手当

千円

5,936

1人当たり平均支給額（令和4年度）

341,100

千円

下水道事業

基   本   給

1,520,368

　団体平均

30,211

　八幡市

7　公営企業職員の状況

千円

20

職員数

1,499,634

千円

円

 令和3年度の総費用に
総　費　用

Ｂ　

5,5427,530

2.8

（参考）市町村平均

千円

8

％

千円

44,337

千円

千円

給　     料

千円

給与費　Ｂ／Ａ

 一 人 当 た り

千円

2.4

① 職員給与費の状況

職員給与費
  質収支

       　決算（令和4年度）

 総費用に占める

35,311

％

102,433

 職員給与費比率

(0.95)

　団体平均

  一般行政職

③ 職員の手当の状況

44.3

円
 下水道事業 

40.4

525,446

月分

　八幡市

2.4

円

（令和4年度支給割合）

 水道事業 
円

2.0

千円　1,387

下水道事業
千円

11,642

千円

27,982

330,766

八　　　　　　　　　幡　　　　　　　　　市

12



（支給率）　　　　　            

 勤続20年 月分  勤続20年

 勤続25年 月分  勤続25年

 勤続35年 月分  勤続35年

 最高限度 月分  最高限度

 

　　

千円

円

円

18

7

 

１

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

 

月分

 自己都合

19.6695 月分

（一般行政職支給率）  　       　勧奨・定年

公共下水道等の現場作業に従事し
た場合の特殊勤務手当

月分

47.709

600

3,401

主な支給対象業務

 　 職員1人当たり平均支給年額 647

     下水道事業

左記職員に対する支給単価

 　 職員1人当たり平均支給年額 

種類

47.709

（令　和  4  年  度  決  算）

6

　支  給  実  績（令和4年度決算）                   

   オ　時間外勤務手当

　　（令　和　3　年　度　決　算）

573

25.0

支  給  率

　水道事業

一般行政職の制度（支給率）

　　　エ　特殊勤務手当（令和5年4月1日現在）

　

       支給職員1人当たり平均支給年額     　水道事業　

　 ％

 　支給職員1人当たり平均支給年額 

　人

3,440

　汚水又は汚泥に関する作業

　下水道事業

　　下水道事業

　　　　　 （令　和　4　年　度　決　算）

8,410

主な支給対象職員

職員全体に占める手当支給職員の割合

　　　　　 （令　和  4  年  度  決  算）

 下水道事業

224,068

　人

483

　下水道事業

　下水道事業

 水道事業

支 給 対 象 地 域

　水道事業

　下水道事業

　水道事業

　　（令　和　4　年　度　決　算）

6,279
　支  給  実  績（令和3年度決算）                   

47.709

33.27075

　　下水道事業

月分

支 給 対 象 職 員 数

 　支  給  実  績  （令和4年度決算）                             

     下水道事業

　　下水道事業 1

1,568

   ウ　地域手当（令和5年4月1日現在）

　　　　　　該当者なし

％

千円

　　　　　　　　　　　　　　　6 ％

　 円

   イ　退職手当（令和5年4月1日現在）

月分

月分

28.0395

　　 自己都合

月分 24.586875

勧奨・定年

24.586875

八　　　　　　　　　幡　　　　　　　　　市

月分

47.709

19.6695

　比                              較

 1人当たり平均支給額

3,930

486

１人当たり平均支給額

　　　　　

　下水道事業

千円

218,356

 その他の加算措置    一般行政職  

       定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

八     幡     市

月分39.7575 47.709

手  当  の  名  称

39.7575

月分 47.709

       定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

月分

 　手  当  の  種  類　（ 手当数 ）

　一般行政職

　　水道事業　

千円13,112　　　　　　該当者なし　水道事業

  支    給    実    績 （令和4年度決算）                   　　　

　水道事業

　下水道担当職員 　日額　　　　　　　　　　　　　200円　　　　　　　　　　　　　

 その他の加算措置

28.0395 月分33.27075

（注）  退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。
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円
 

 

 

 

 円

 円

 

 

 

 

 

円

千円

 

　

千円

扶養手当

円

千円

 下水道事業

支給職員1人当たり
平 均 支 給 年 額
（令和4年度決算）

 水道事業　水道事業

   カ　その他の手当（令和5年4月1日現在）

手　当　名
一般行政職の制度

と異なる内容
との異同

職の制度

一般行政
支 給 実 績

（令和4年度決算）

978

千円

 

　水道事業
858

　下水道事業
418

千円

千円

　下水道事業

千円

内 容 及 び 支 給 単 価

  ・　家賃61,000円超

     30,500円を支給

42,500 円

      15歳になる日以後の最初の

      以後の最初の3月31日まで

住居手当

 

 　　　　　　28,000円（支給限度額）

214,500 円

常直的な勤務　月額21,000円（勤務

666,000

 下水道事業
        支給額＝家賃  -  16,000円

同  じ

     1月当り55,000円が限度

○交通用具使用者

209,000

同  じ
○借家等

     相当額を一括支給

125,129

 水道事業

      4月1日から22歳になる日

 

同  じ
○配偶者                   6,500 円

千円

　水道事業

649

        支給額＝（家賃-27,000円）×
   ・ 家賃27,000円超61,000円未満

   ※持家に係る手当はH22.4.1付

                       1／2＋11,000 円

   ・ 家賃27,000円以下

     が片道2ｋｍ以上の場合に距

 水道事業

     通勤に要する運賃の6月定期

円

 水道事業

○特定期間に係る加算各 5,000 円

○子                       10,000 円

326,000

224,8912,249

　下水道事業

　水道事業

133,333

 水道事業
円

129,836

〇父母等　　　　　　　　6,500 円

宿日直手当

千円

円
 

日数1/2の場合は10,500円）

　該当者なし 　該当者なし

   主幹        

   課長職   

　水道事業
1,510

400
　下水道事業

通勤手当

管理職手当

　

○交通機関利用者

1,500円～4,500円を支給

 同  じ

円534
　下水道事業

千円

　該当者なし 　該当者なし
 

の場合は3,600円）

勤務１回につき7,200円（7時間以内
 同  じ

 同  じ

管  理  職  員

特別勤務手当

管理職手当を支給される職員が、

週休日又は休日において勤務した

場合に、勤務に従事した時間及び

職務の級に対して、勤務１回につき

1,998

   部長職    

      の間にある扶養親族たる子

    （家賃月額16,000円超対象）

      で廃止

59,000 円

対し、職責に応じて支給
 同  じ

児童手当

  部次長・参事      

　

  

     離に応じて月額3,000円から

 下水道事業

215,714

 下水道事業

2,127

 下水道事業63,000 円 

534,000

 

管理又は監督の地位にある職員に

     自動車等を使用し、通勤距離

44,500 円
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人 円 円 円

人 円 円 円

幡 人 円 円 円

人 円 円 円

人 円 円 円

人 円 円 円

人 円 円

人 円 円 円

 

～ ～

以上未満 55歳

～

20歳 24歳

51歳

28歳

学校給食

職員数
（A)

対応する民間

42.2

3

そ の 他

0 12 学校給食

0

0

3

0

56歳

3

47歳

41.9

歳

52.3

～

          ありません。

-

48歳 52歳

17

歳

歳

20歳

計 0 7

00

6

276,100

　　　　　国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員

～

区        分

～

12

0

1

11

0

0

5

人 人

～

43歳

人人

310,800 1.1

246,400

人 人

6

～

0

0 00

3

人 人

31歳

2 4

23歳

人

39歳

人

4

2 0

01

0

0 1

1

0

～

32歳

1  現  状

321,114

36歳

公      務      員

0

5

0

-

 　　　　 と同じベースで再計算したものです。

人

27歳

人

0

歳 329,178

-

八 

1

5

（1）  職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ

4

2

324,214

（注）　1　「平均給料月額」とは、令和4年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均額です。
　

1

298

0

3

6

0 2

59歳

21

0

0

 用 務 員

 そ の 他

2

2

0

0

人

0

 

民            間

（B)

-

290,517

用  務  員368,567

352,981

1.48

-

-歳

306,984

337,200

401,080 385,230

275,700

-

円

1.06

--373,492

清掃職員

-

      　3   民間データは、賃金構造基本統計調査で公表されているデータを使用しています。（平成31年～令和3年の3ヶ年平均）

国

-

51.2

354,690

1,941

113

- 

52.3

平均給料月額

42.7

　　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の

平均年齢

用 務 員

平均給与月額

44歳

318,272 歳

平均年齢

調  理  師

（国比較ベース）

47.3

-

-

0

49

20

　　　　　額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給与月額（国ベース）」は、

258,200 265,6005

歳

42.0

358,567

（2）  職種ごとの年齢別職員構成の状況

-

40歳

計

 

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

円

～

市

計

35歳

60歳

29 341,617

-

43.9

区　分

類似団体

京都府

        4   技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものでは

A/B

274,700

241,700

円

-

-

-

-

49.1

57.7

歳

286,942

清掃職員

-

歳

49

286,800

平均給与月額 平均給与月額

廃棄物処理
  業従業員

歳

歳281,417

の類似職種
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3  具体的な取組内容

     ア   給料表  

     イ    手当

2  基本的な考え方

（3）  その他給与に関する事項

　平成25年4月1日から、国の技能労務職に適用する行政職俸給表（二）に準じた給料表を適用しています。

     ウ    昇給基準

本市の一般事務職と同様に、毎年4月1日に、4号給（55歳を超える場合は2号給）を標準として昇給します。この
標準の昇給の号給数から、4月1日前1年間に病気休暇が30日を超える者、欠勤がある者、懲戒処分を受けた者等
の昇給の号給数を調整します。

技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえ、民間の類似職種従事者や国、府における同種の職種に従事する
職員の給与等を参考としつつ、適正な給与制度・運用となるよう努めます。

なお、技能労務職員については平成12年度以降、退職者不補充を継続してきましたが、今後も保育園・小学校
調理員など正規職員配置基準がある場合の必要最低限の補充等を除き、人員の不足分は会計年度任用職員、
定年退職者の再任用、民間委託等で対応します。

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、 期末勤勉手当
等を、それぞれ該当者に支給しています。

本市の技能労務職の給料表については、平成24年度までは一般事務職と同じ国の行政職俸給表（一）に準じた
ものを適用していましたが、条例改正により平成25年4月1日からは、職務の級1級から5級で構成する国の技能労
務職用の給料表である行政職俸給表(二）に相当する給料表へ移行しています。
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